
  

 

                                                                                                 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

◆
編
集
後
記
◆ 

 

「
建
築
協
定
ふ
く
お
か
」
第

十
号
の
発
行
に
当
た
り
、
記
事

の
作
成
に
つ
い
て
ご
協
力
を
い

た
だ
い
た
み
な
さ
ま
、
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

「
建
築
協
定
ふ
く
お
か
」
で

は
、
皆
様
に
親
し
み
を
持
っ
て

読
ん
で
頂
け
る
よ
う
な
紙
面
を

つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
建
築
協
定
に
つ
い

て
の
ご
意
見
や
疑
問
、
取
り
上

げ
て
ほ
し
い
題
材
な
ど
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
、
下
記
の
協
議
会

事
務
局
ま
で
ご
意
見
を
お
寄
せ

下
さ
い
。 

◆
事
務
局
よ
り
◆ 

「
建
築
協
定
ふ
く
お
か
」
を

地
区
内
に
配
布
さ
れ
る
場
合

は
、
協
議
会
会
員
（
各
協
定
地

区
の
代
表
者
）
の
方
に
、
必
要

部
数
を
郵
送
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
，
ご
希
望
の
方
は
、

下
記
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
下
さ

い
。
な
お
，
事
務
局
（
市
役
所

４
階
）
で
の
配
布
も
行
っ
て
お

り
ま
す
。 

 

最
後
に
，
今
年
度
の
市
職
員

の
人
事
異
動
に
よ
り
，
課
長
の

永
野
に
代
わ
っ
て
永
松
が
，
係

長
の
上
田
に
代
わ
っ
て
，
平
野

が
異
動
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

今
後
と
も
，
事
務
局
と
し
て
精

一
杯
支
援
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。 

 

第１０号 （平成 25 年 4 月 12 日） 

  平成２４年度 第２回研修会を開催しました！  福岡市建築協定
地区連絡協議会

平成２５年３月９日（土）平成２４年度第２回
研修会を開催しました。 

各協定地区より過去最多４６名が参加され、活
発な意見交換を行いました。 

協定地区の運営事例紹介では、各地区の代表の
方に現状と課題を説明して頂きました。 

事前のアンケート結果でも地区によっては、年
１回の総会も開催されてない実情があります。 

活動が停滞している地区も、今回の研修会を機
に運営の必要性を再認識頂ければ幸いです。 

 
研修内容は、下記のとおりです。 
○本市の建築協定普及活動 
○市内の協定地区運営事例紹介 

・アンケート結果について 
・シーサイドももち・百道浜４Ｂ住宅地区 
・今宿谷 
・笹丘２丁目 
・七隈７丁目 

※詳細は、各記事にて紹介します。 

福岡市建築協定地区連絡協議会 
（事務局 福岡市住宅都市局建築指導部開発・建築調整課） 
福岡市中央区天神１丁目８番１号（福岡市役所４階） 

TEL ７１１－４５８１  FAX ７３３－５５８４ 

ホームページ http：//machinaminorule.city.fukuoka.lg.jp/ 

第１０号 

○本市の建築協定普及活動 

他都市の建築協定地区数の推移 
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今宿・玄洋校区を中心に約 8,000 部も発行されている

「今宿タイムス」363 号（平成 24 年 12 月 1 日）の 2

面において、建築協定に関する誤った記事が掲載されてい

ます。 

そのため、本協議会として発行元である今宿商工業協同

組合宛に訂正記事を掲載するよう求めたのですが、３６５

号（平成２５年２月１日）にて、「訂正すべき箇所・内容の

指摘を求めましたが断れました。」「建築協定委員会に関す

る訂正要請は、訂正すべき箇所・内容が分からない以上、

訂正掲載は困難。」と事実と違う掲載があったため、再度要

請しました。 

下記のとおり、３６７号（４月１日）にて訂正がありま

したので紹介します。 

 今宿タイムス 363 号について 

平成２５年３月現在 

横 浜 市 ：

神戸市：139

福岡市：7４

京都市：66

名古屋市：41

建築協定誘導に関する戦略計画～建築協定の重点地区～ 

【目的】  
 建築協定を定めることにより良好な住環境の維持・保全と建築紛争の未然防止を図ることを 
目的に，建築協定を積極的に誘導･支援する『重点地区』を定めます。 

【重点地区の抽出】  

低層住居専用地域を除く住居系地域の用途地域を前提とした下記に該当する地区 

（１）紛争危惧地区（H21.6~）これまでに紛争が多発し，かつ戸建住宅が多く立地する地区・・・・・・・・７地区

（２）開発想定地区(H21.6~）七隈線沿線，新設道路沿線，公共用地等の売却などで，将来的に建築紛争

が危惧される地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０地区

（３）住環境保全地区(H24.6~)絶対高さ制限による高度地区の見直し中ではあるが、現在の斜線型高度地

区第２種１５ｍ及び２０ｍ高度地区で戸建住宅が多く立地する地区・・９地区

（４）住環境保全地区  追加(H25.1~) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０地区 

平成４年の 212 地

区をピークに減少、

近年は横ばい。 

一人型が多い。 

着実に増加している

のは、神戸と福岡市。

京都市は減少。 

名古屋市は横ばい。

 建築協定の有効期間について

平成２４年度は更新認可がありませんでしたが、今後、

有効期限が迫っている地区がありますので、お知らせしま

す。 

既に、更新に向けた取り組みを開始した地区もあります

が、勉強会・意向調査を通じて再度「建築協定」に向き合

って頂きたいと思います。 

事務局まで連絡頂ければ、認可までサポートいたしま

す。 

なお、更新に半年以上を費やしますので、区域面積が広

い地区や協定書を変更したい地区は早めに連絡ください。

更新の必要な建築協定一覧

更新年度 地区名 有効期限 区
当初認可

年度

平尾４丁目 H25.7.13 中央区 H15

リーフタウン下原台 H25.11.11 東区 H10

平和１丁目２７番･２８番･３０番 H26.1.15 南区 H15

松崎台 H26.8.18 東区 H16

東油山城南ハイツ H26.9.8 城南区 H16

泉一丁目（泉けやき） H26.10.3 西区 H16

泉２丁目（けやき東） H27.3.23 西区 H16

レークヒルズ野多目 H27.8.28 南区 H17

愛宕１丁目１・２区 H27.10.13 西区 H22

野間３丁目２区 H27.12.1 南区 H22

平尾浄水町山荘通３丁目 H27.12.25 中央区 H17

内浜２丁目8，9，10組 H28.2.23 西区 H22

H28 平尾３丁目 H28.5.18 中央区 H23

H29 赤坂三丁目・桜坂二丁目 H29.8.20 中央区 H9

西の丘 H30.12.2 西区 H10

青葉５丁目 H31.2.7 東区 H10

H25

H26

H27

H30

 

※本市では、建築協定制度を活用した“まちづくり”を積極的に推進しています。 



     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笹丘２丁目建築協定運営副委員長  

渡邊 健一 

きっかけ） 

平成１５年１２月突然区域内に１０階建て高層

マンション建設の標識看板が立てられ、建設反対

運動が協定締結のきっかけです。その後１６年１

０月に環境を守る会を設立し、先進地視察で「平

尾地区自然と環境を守る会」にお伺いしていろい

ろ教えていただきました。建設反対の看板を立て

たり、重機の前に座り込む意気込みを見せたり、

守る会から建築協定とはのＱ＆Ａ、市役所からの

出前講座をしていただいたり活動を重ねました。 

また、蚕が葉っぱを食べるように、この地域に

無秩序に高層建築物が建たないように行動を起こ

す呼びかけパンフレット配布しました。 

話し合いの結果、１０階建てマンションが３階

建て連棟ハウス１５戸となりました。子供の声の

ない区域に、子供の声が聞かれるようになり、思

わぬプラスがありました。 

最終的に１，２，３，１７番地で申請し、１８，

２４番地は幹線道路沿いであり、マンション建設

場所から離れていることからか合意を得られませ

んでした。このような行動結果１７年７月に認可

を受けました。 

更新） 

２１年９月出前講座で更新の進め方を勉強し、 

認可期限の５年が切れることから、２２年４月に

更新を議題に総会を開催しました。 

更新といえども実印、印鑑証明と新しく取り組

むのと同じです。当初は権利者１／２以上の合意

でよかったのですが、今回はトラブルを無くすた

めか権利者全員の合意が必要といわれ、前回合意

できた人でも遠方の権利者の合意をとれません。

権利者が多くなると反対者も出てきます。また、

所在不明の権利者もいます。不在地主で売買を考

えている方や高齢者で押印ができない方等は今後

大きな問題になると思われます。更新に際し、有

効期間を自動更新としたところ、意識が薄れると

反対もありました。当初はマンション建設反対と

いう目前の目的があったので、比較的に皆さんの

理解が得られましたが、更新では、すぐ理解を得

られた人とそうでない人があってスムーズに行か

ない面もありました。離脱者もあり、不在者に郵

送で説明し、面会を求めてもマンション住まいで

門前払いもありました。 

運営委員会） 

申請人は時間に待ったなし。委員全員の集まれ

る日時、場所をセットするには時間を要し、成立

しなければ再設定の必要があるため、最近は特に

問題が無いと思われるのは持ち回りで決裁して、

概ね５日間で終わっています。この中には判断に

余るのもありました。この案件は、この研修会に

も取り上げられ、公民館で委員会を開催して承認

しました。 

 

 

 
建築協定運営事例紹介 建築協定運営事例紹介 

   七隈７丁目建築協定運営委員長

臼杵 利勝

建築協定の締結後，運営に関して活動が負担に思わ

れる方も多く，役員のなり手不足に悩まれている地域

が多い中、当地区ではそのような心配はありません。

対策） 

町内の活動が活発で，町内のイベントに積極的に参

加してもらう雰囲気作りを大切にしています。 

具体的な取り組み） 

・町内会長が町内の人とコミュニケーションをとるた

めに， 

① 月２回の地域のお知らせは町内会長自ら，１件１

件手渡しで行っています。（奥さんに任せたりし

ないことが大事だと考えています。） 

② 敬老祝賀会の挨拶状は１人 1 人にそれぞれ作り，

手渡ししています。 

③ 書面が必要な会の参加申し込みは電話で連絡を

もらい，自分で自宅に取りに行っています。 

・催し物の後は居酒屋で打ち上げを行っています。（お

酒が入ると打ち解けやすくなり，その後のイベントへ

の参加にもつながっています。） 

・居住者リストを１年に１回作り変えています。 

結果） 

町内のイベントに参加しやすい雰囲気ができてお

り，町内の役を頼みやすく，後継者に事欠きません。

イベントは住民の方から持ち上がることが多く，み

んな楽しんでやっています。 

今後の課題） 

・町内会が異なる地区に予定看板が立っているのを見

逃していて，少し時間がたって気が付いたことがあっ

たため、各運営委員と密に連絡を取り、地区内の建物

の計画を把握したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

菊 池 神 社

福 岡 大 学

七 隈 四 角

今宿町谷建築協定運営委員長

小材 雅人

特徴） 

 当地区は、準工業地域で日影規制など建物の高さに

に関する基準が緩い状況下にマンション建設の計画

が持ち上がりました。マンションデベロッパーとの話

合いの最中、業者側から「建築協定」の提案がありま

した。周辺住民の意向に添った長屋の集合住宅と変更

して頂き、集合住宅と戸建て住宅が一緒の協定となっ

ています。 

基準） 

・用途は、１戸建住宅、兼用住宅、長屋 

・盛土の禁止 

・階数は３以下 

・開放性を持った囲障 

課題） 

建築協定認可当初は、加入者の意識も高く、総会へ

の出席者も多かったのですが、特に問題がないことか

ら総会も開催されなくなりました。また、集合住宅の

加入者と戸建ての加入者の隣組が違い、建築協定に関

する意識がバラバラで、運営委員会の役員交代はして

いますが、積極的に動いて頂ける方は決まっていま

す。特に集合住宅の加入者は、若い世代が多く、仕事、

子育てに追われているため役員としての活動が難し

いみたいです。 

Ｈ２４の活動） 

隣接地に本来の所有者が戻ってこられたことから、

運営委員長等から建築協定の話をし、快く加入して頂

きました。 

今後の検討課題） 

・法人所有者への加入促進 

・戸建て住宅の所有者の中に代替わりによる意識の

低下 

・集合住宅の加入者の意識高揚 

以上３点を平成２５年度の総会若しくは運営委員

会で話し合っていきたいと思います。 

 

なお、本協議会におかれましては、「今宿タイムス」

の件で大変ご迷惑をおかけしており、御礼申し上げま

す。 

シーサイドももち・百道浜４丁目Ｂ住宅地区建築協定 

中嶋 敬二 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新手続きについて） 

 当地区は、一人型建築協定から始まり２度目の更

新手続きを昨年１月に終えたばかりです。 

 市当局のサポートもあり、改めて建築協定の勉強

会にて建築協定制度を再認識して、地区内の町内役

員７人の担当者に分け合意書収拾にあたりました

が、まさか５ヶ月も費やすとは思いもしませんでし

た。 

更新なので既に印鑑証明書を提出してある方の

分は必要ないと伺っていたので簡単に考えていま

した。 

１番の誤算はこの１０年間に所有権移転された

方が思いのほか多かったこと、また、世代交代によ

り住環境に対し共有できなかったことです。 

 結果、１０年前の合意率９５％に対し、今回の合

意率が７６％まで落ち込んだことは残念でなりま

せん。 

 現在の当地区の住環境及び資産価値が保てられ

ているのは、この協定があってこそと考えます。 

 隣接地があるということは、不都合があると思わ

れるため、町内会に入ってない方に対しても資料な

どを配付し、加入促進に努めたいと考えています。 

 

 
※平成２４年２月の認可後１年の間に１２件の建

物の計画がありましたが，すべて協定の基準を満

たして建てられています。 

＜参考＞○建築物に関する基準 

 ①３階建てまで 

 ②高さ１０ｍまで 

 ③共同住宅のゴミ置き場，駐輪場 

 

 

 

○建築物に関する基準概要 

 

 ①建物の用途は専用住宅 

 ②高さ・階数の制限 

 ③外壁後退 

 ④区画割変更禁止 

 ⑤出入口の幅 

 ⑥屋根は勾配屋根 

 ⑦アンテナの位置 

 

※ 緑地協定との併用 

○今までの経緯 

平成３年：当初１人協定とし締結  

（合意率 100％） 

平成１３年：１回目の更新  

（合意率  95％） 

平成２３年：２回目の更新          

（合意率  76％） 

○２回目更新の際の流れ 

H23. 6.11 更新に向けての勉強会  

翌日から合意書収集 

H23.11.11 認可申請 

H24. 1.12  認可公告 


